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【住宅ローン金利引下げ条件一覧表】 

表‐Ⅰ （新型住宅ローン対応）                 2011.10.19  

引 下 げ 条 件 引下げ幅 

＜A 項目＞ 

以下の(1)もしくは(2)に該当する方 

(1)給与振込(5万円以上)  +  インターネットバンキング契約 

  (2)給与振込が困難な方については、 

インターネットバンキング契約（必須） 

+ 以下の①～⑨から 4項目 

①年金振込(「年金受取口座指定予約票」徴求先含む)(同居家族可) 

②扶養対象お子様 3名以上+子ども手当振込指定 

③定期預金または投資信託残高 30万円以上 

④口座振替 5件以上 

⑤借入期間以上の火災保険契約（一括払い） 

 ※＜C項目＞の⑪との重複利用は不可 

⑥当金庫提携のクレジットカード契約 

 ※＜C項目＞の⑫との重複利用は不可 

⑦定期積金又は投資信託定時定額 毎月掛金 1万円以上 

⑧オール電化住宅(北陸電力リビングサービスの推薦書が必要） 

⑨防犯モデル一戸建住宅 

(社団法人福井県防犯協会発行の「認定証」が必要) 

 

年▲0.70％ 

＜B 項目＞ 

以下の項目に該当する方 

  ⑩当金庫取扱のカードローン契約 

年▲0.30％ 

＜C 項目＞ 

以下の項目⑪、⑫のいずれかに該当する方 

⑪借入期間以上の火災保険契約（一括払い） 

⑫当金庫提携のクレジットカード契約 

年▲0.20％ 

＜Ｄ項目＞ 

以下の項目⑬、⑭のいずれかに該当する方  

 ⑬ 5年固定特別割引  年▲0.20％ 

  ⑭10年固定特別割引  年▲0.70％ 

 

表‐Ⅱ （平成 23年 4月 19日以前住宅ローン対応） 

更 新 時 金 利 引 下 げ 条 件 引下げ幅 

以下の項目のうち、1項目該当で 0.1％引下げし、最大 0.5％

引下げ 

① 給料振込 5万円以上 

② 年金振込(「年金受取口座指定予約票」徴求先含む)(同居家族可) 

③ カードローン契約＋しんきんＶＩＳＡまたはＪＣＢ契約 

④ インターネットバンキング契約 

⑤ 口座引落契約 5種類以上 

⑥ 財形貯蓄・定期性預金あり 

年▲0.50％ 

 

※ 引下げ条件項目については変更となる場合もございます。 
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【リフォームローン金利引下げ条件一覧表】 

表‐Ⅲ                              2011.10.19  

引 下 げ 条 件 引下げ幅 

＜一般項目＞ 

  以下の(1)～(8)に該当する方は、基準金利よりそれぞれの引下

げ幅の金利を引下げいたします。（但し、最大引下げ幅 1.30％） 

 

(1)給与振込（5万円以上）または年金振込（申込人名義） 年▲0.70％ 

  (2)住宅ローン（フラット 35含む）利用先 年▲0.30％ 

(3)当金庫取扱のカードローン契約 年▲0.20％ 

(4)インターネットバンキング契約 年▲0.10％ 

(5)しんきん VISA又はしんきん JCBカード契約 年▲0.10％ 

(6)定期性預金及び投資信託の残高が合計で 30万円以上 年▲0.10％ 

(7)財形貯蓄・定期積金・生保積立型・投資信託定時定額のいずれか掛金

毎月 1万円以上 
年▲0.10％ 

(8)給与振込（5万円以上）又は年金振込（同居家族） 

 （「年金受取口座指定予約票」徴求先含む） 
年▲0.20％ 

＜特別項目＞ 

  以下の(9)に該当する方は、基準金利より 0.70％、金利を引下

げいたします。 

 

(9)本件借入の資金使途が、太陽光発電、又は 

オール電化住宅（IHクッキングヒーター又はエコキュート） 年▲0.70％ 

※ 最大で 2.0％、基準金利より金利を引下げいたします。 

（一般項目 1.30％ ＋ 特別項目 0.70％） 

 

※ 引下げ条件項目については変更となる場合もございます。 

 


